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○日  時  平成２６年３月１２日（水）午後２時１０分 

 

○場  所  教育委員会室 

 

○出席委員 

    委   員   長   樋 口 清 秀 

    委員長職務代理者   髙 森 大 乗 

    委      員   末 廣 照 純 

    委      員   垣 内 恵美子 

    教   育   長   和 田 人 志 

 

○説明のために出席した事務局職員 

    事 務 局 次 長   須 賀   裕 

    生涯学習推進担当部長   神 部 忠 夫 

    庶 務 課 長   嶋 田 邦 彦 

    学 務 課 長   田 中   充 

    児 童 保 育 課 長   柴 崎 次 郎 

    指 導 課 長   藤 森 克 彦 

    教育改革担当課長 
（兼 教育支援館長）    

    生 涯 学 習 課 長   飯 塚 さち子 

    青少年・スポーツ課長   小 澤   隆 

    中 央 図 書 館 長   川 島 俊 二 

    事 務 局 副 参 事   柿 沼 浩 一 

 

○日  程 

 日程第１ 議案審議 

  第９号議案 東京都台東区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の

一部を改正する規則                   

  第10号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する

規則                           

 日程第２ 教育長報告  

 １ 協議事項 

 （１）学務課 

   ア 台東幼稚園閉園式にかかる感謝状の贈呈について 

 （２）青少年・スポーツ課 

   イ 体育施設の事前使用承認について 

針 谷 玲 子 
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 ２ 報告事項 

 （１）庶務課 

   ア 東京都台東区幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

   イ 後援名義の使用について 

   ウ 平成２６年第１回区議会定例会代表質問及び一般質問について 

   エ 区民文教委員会における審議事項及び報告事項について 

 （２）学務課 

   オ たいとうこども園開園式について 

 （３）指導課 

   カ 台東区優秀教員・優秀団体奨励について 

 ３ ４月の行事予定について 

 ４ その他 
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午後2時10分 開会 

○樋口委員長 ただいまから、平成26年第3回台東区教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日の会議録署名委員は、末廣委員にお願いいたします。 

 それでは会議に入ります。 

 この際、あらかじめ会議時間の延長をいたしておきます。 

○樋口委員長 それでは、ここで傍聴についてお諮りいたします。本日の教育委員会に提

出される傍聴願いについては、これより許可いたしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（異議なし） 

○樋口委員長 ご異議ございませんので、傍聴については許可いたします。 

 

〈日程第１ 議案審議〉 

第９号議案 

○樋口委員長 それでは、日程第1、議案審議に入ります。 

 議案の提案理由及び内容について説明をお願いいたします。 

 まず、第9号議案を議案といたします。庶務課長、説明をお願いいたします。 

○庶務課長 それでは、第9号議案、東京都台東区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用

弁償に関する規則の一部を改正する規則についてご説明をいたします。 

 本議案は、中央図書館の池波正太郎記念文庫専門員新設等に伴い、規定の整備を図るた

めに提出するものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。別表の下から3行目、池波正太郎記念文庫指導員につきま

して、報酬の額の上限を28万7,200円から21万5,400円に改正するものでございます。これ

は月の勤務日数を月16日から月12日に変更することに伴うものでございます。 

 続きましてその下の行になりますが、新たに池波正太郎記念文庫専門員を設置するもの

でございます。設置理由といたしましては、長く池波正太郎記念文庫の運営業務に従事し

ておりました職員が3月末で区政嘱託員の任期が満了いたします。そこで文庫の運営業務

を維持するために新たに池波正太郎記念文庫専門員の職を設けるものでございます。報酬

の額の上限は月額で19万4,500円となっております。 

 続きまして一番下の行ですが、新たに郷土・資料調査室専門員を設置するものでござい

ます。同職につきましては21年度より採用しておりましたが、本規則に規定がなかったた

めに今回新たに加えて整備をするものでございます。報酬の額の上限は月額で25万2,900

円となっております。 

 施行日は、平成26年4月1日となっております。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 

○樋口委員長 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

○垣内委員 指導員の勤務日数が16日から12日に減るとのことですが、運営に問題はない



4 

のか確認をさせてください。 

○中央図書館長 日数が減じても、指導員のほかにも専門員や担当職員等もおりますので

運営上の問題はございません。 

○垣内委員 この指導員の方は学芸員ですか。 

○中央図書館長 長らく池波先生の私的なお手伝いをされていた方で、池波正太郎記念文

庫の開設時から従事していただいている方でございます。 

○髙森委員 池波正太郎記念文庫指導員は月12日勤務とのことですが、そのほかの池波正

太郎記念文庫専門員と郷土・資料調査室専門員の勤務日数は月に何日ですか。 

○中央図書館長 月16日でございます。 

○樋口委員長 ほかにございませんか。 

（なし） 

○樋口委員長 これより採決いたします。本案については、原案どおり決定いたしたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○樋口委員長 ご異議ございませんので、第9号議案については、原案どおり決定いたし

ました。 

 

第１０号議案 

<日程第２ 教育長報告> 

２ 報告事項 （１）庶務課 ア 

○樋口委員長 次に第10号議案を議題といたします。なお、関連する教育長報告の報告事

項、庶務課のアについても一括して、庶務課長、説明をお願いします。 

○庶務課長 東京都台東区幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則

についてご説明いたします。なお、報告事項の資料3もあわせてご覧ください。 

 資料3にございますように、平成25年第5回台東区教育委員会臨時会において、東京都台

東区幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則につきましてご承認を

いただきました。今回はその改正に伴い、様式の整備をするものでございます。 

 なお、様式につきましては、台東区職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則

の様式にすべて合わせております。 

 施行日は平成26年4月1日でございます。 

よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○樋口委員長 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

○和田教育長 平成25年第5回教育委員会臨時会で説明した改正内容をもう一度説明して

いただけますか。 

○庶務課長 これまで一律だった住居手当につきまして、若年層については、その賃料に

沿った金額を支給していくという形に変わりました。今回はその改正に伴う様式の整備と
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いうことでございます。 

○垣内委員 住居届の費用負担状況の項目は幼稚園教育職員に限らず他の職員の方々も同

様に記載するものでしょうか。また、その費用負担状況の中で、住宅使用料のみ、光熱水

費含む、食費等を含むなどのチェック欄がありますが、これによって手当の金額が変わる

のでしょうか。 

○庶務課長 この様式は区職員と全く同じでございますので、この費用負担状況の欄も一

般の区職員の様式と同じでございます。 

 また、チェック欄について直接住宅手当に関わってくるかについては、直接は反映しな

いと思っております。参考としてチェックしていただくということです。 

○垣内委員 食費等まで把握する理由がよくわからなかったものですからお尋ねしました。 

何か対応をしていただきたいということではありません。 

○庶務課長 垣内委員ご指摘の点につきましては、確かにどこまで状況を把握するか、手

当には直接関係はないのですが、私どもでも調べたいと思います。 

○樋口委員長 ほかにございませんか。 

（なし） 

○樋口委員長 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定いたしたいと思います。これにご異議ございませんで

しょうか。 

（異議なし） 

○樋口委員長 ご異議ございませんので、第10号議案については、原案どおり決定いたし

ました。 

 なお、教育長報告の報告事項、庶務課のアについても報告どおり了承願います。 

○樋口委員長 ここで所用のため、委員会の進行を交代させていただきます。髙森委員よ

ろしくお願いいたします。 

（樋口委員長退席） 

○髙森委員長職務代理者 それでは、樋口委員長が所用によりご退席されましたので、以

降の進行は職務代理者である私が務めさせていただきます。席を移動いたします。 

 なお、過半数の委員の出席を得ておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第13条第2項の規定により、本日の会議は有効に成立しております。 

 

〈日程第２ 教育長報告〉 

１ 協議事項 

（１）学務課 ア 

○髙森委員長職務代理者 それでは次に、日程第2、教育長報告に移ります。 

 まず、協議事項を議題といたします。 

 事務局、各課ごとに説明をお願いいたします。 
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 初めに学務課のアにつきまして、学務課長、説明をお願いいたします。 

○学務課長 それでは、アの台東幼稚園閉園式にかかる感謝状の贈呈についてご説明いた

します。資料1をご覧ください。 

 台東幼稚園の閉園式に伴い、感謝状を贈呈するものでございます。贈呈理由は、園児の

健康管理及び教育振興に尽くしていただいた功績ということでございます。 

 式典の挙行日は3月29日土曜日を予定しております。 

 贈呈対象の方は、裏面名簿のとおりでございます。健康管理に関する方といたしまして

は、内科園医、歯科園医の2名の方。教育振興に尽くしていただいた方が町会、また学校

運営連絡協議会委員、PTA会長など計28名、合わせて30名でございます。 

 説明は以上です。ご協議をよろしくお願い申し上げます。 

○髙森委員長職務代理者 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

○和田教育長 名簿中の部門という欄については、要するにこれが感謝状の贈呈事由とい

うことになるのでしょうか。 

○学務課長 どういった役職の方々かという意味でこのようなまとめ方をしているところ

でございます。 

○和田教育長 民生委員の方は、この幼稚園担当の民生委員という位置付けになるのです

か。 

○学務課長 こちらの方は特に台東幼稚園との連携の中でお世話になっている方というこ

とで、園のほうからご推薦をいただいた方と聞いてございます。 

○和田教育長 特に異議があるわけではありませんが、贈呈事由については明確になった

ほうがいいかと思いました。 

 お別れの会実行委員長の方については、かつてPTA会長をお務めになったりしたことが

ある方だろうとは思うのですが、ここで言うお別れの会とは今回の話ですよね。それにつ

いての感謝をするという意味なのですね。 

○学務課長 この方は、たしか顧問でもあったと思いますので、贈呈事由としてそちらの

ほうがふさわしい場合は、そのようにまた整理をさせていただきます。 

○和田教育長 贈呈事由については説明がきちんとできるような準備をしておいていただ

きたいと思います。 

○垣内委員 PTAの会長は24代から28代までとのことですが、その前の方々については対

象としないのでしょうか。 

○学務課長 10年ごとの周年行事の際の感謝状贈呈対象者について今回は贈呈するという

ことでございます。 

○髙森委員長職務代理者 ほかにございませんか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 それでは、学務課のアにつきましては、協議どおり決定いたし

たいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。 
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（異議なし） 

○髙森委員長職務代理者 ご異議ございませんので、協議どおり決定いたしました。 

 

（２）青少年・スポーツ課 イ 

○髙森委員長職務代理者 次に青少年・スポーツ課のイについて、青少年・スポーツ課長、

説明をお願いいたします。 

○青少年・スポーツ課長 それでは、体育施設の事前使用承認につきまして、ご説明を申

し上げます。資料2をご覧ください。 

 まず、台東リバーサイドスポーツセンターでございますが、台東区サッカー連盟より、

台東区体育協会主催ジュニア育成事業の会場として、来年の1月25日日曜日の第二競技場

ほかの申請がございます。 

 ジュニア育成事業でございますが、東京都におけるジュニアスポーツの普及と地域のジ

ュニア選手の発掘、強化を目的とした事業で、小・中・高校生を対象としたスポーツ教室、

あるいは大会の開催、強化練習などを行っているものでございます。 

 続きまして、児童保育課より、花川戸保育園運動会リハーサルの会場として、10月6日

月曜日に第一競技場の申請がございます。 

 続きまして、青少年・スポーツ課より、区民体育祭の陸上競技大会の会場として、来年

の3月22日日曜日の陸上競技場ほかの申請がございます。 

 また、台東区テニス協会及び台東区ソフトテニス連盟からは、平成26年度中の庭球場の

朝6時から8時の早朝使用についての申請がございます。 

 続きまして、柳北スポーツプラザでございますが、学務課より、台東区立育英幼稚園の

授業で、記載のとおりの日程でプールの使用申請がございます。 

 以上の申請につきまして、台東区体育施設条例施行規則第5条第3項に基づき、教育委員

会の協議をお願いするものでございます。 

 それぞれ区民福祉の向上、スポーツ振興の点から規則に照らし適正な申請と思われます

ので、ご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 説明は以上でございます。 

○髙森委員長職務代理者 ただいまの説明について、何かご質問はございませんか。 

○和田教育長 この件に関連したことですが、区内の幼児に施設を使っていただくという

ことの状況として、お話しできることはありますか。 

○青少年・スポーツ課長 今回は花川戸保育園の運動会リハーサルということで事前使用

承認申請をいただいております。ほかのケースにおきましても、例えば近隣の私立幼稚園

の運動会につきましては年度計画の中でも事前承認をいただくケース、あるいはその都度、

体育施設の利用状況によりお問い合わせをいただいた場合には対応させていただいている

ところでございます。できる限り施設の利用状況に照らし、ご要望にお応えできるような

形での対応はさせていただいているところでございます。 



8 

○髙森委員長職務代理者 ほかにはございませんか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 それでは、青少年・スポーツ課のイにつきましては、協議どお

り決定いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○髙森委員長職務代理者 ご異議ございませんので、協議どおり決定いたしました。 

 

２ 報告事項 

（３）庶務課 イウエ 

○髙森委員長職務代理者 次に報告事項を議題といたします。事務局各課ごとに報告をお

願いいたします。 

 初めに、庶務課のイからエについて、庶務課長、報告をお願いします。 

○庶務課長 それでは、まずイの後援名義の使用についてご報告いたします。資料4をご

覧ください。 

 過去に後援名義使用の承認をいただいているもので、引き続き後援名義を使用する案件

についてでございますが、庶務課取り扱い分としては1件、2014年第42回夏休み児童・青

少年演劇フェスティバルでございます。 

 その他、資料にございますように、生涯学習課取り扱い分としては、第32回台東区写真

教室OB会写真作品展ほか3件でございます。 

 青少年・スポーツ課からは、第35回東京都上野恩賜公園噴水前広場「ブロンズ像」建設

記念日ラジオ体操大会ほか1件でございます。 

 これらについては引き続きご承認をお願いするものでございます。 

 次に、ウの平成26年第1回区議会定例会代表質問及び一般質問についてご報告いたしま

す。資料5をご覧ください。 

 代表質問につきましては、資料5にございますように5人の議員から質問がございました。

教育委員会に関わるものといたしましては、自由民主党・無所属の会の寺井議員、項番3

の区立小中学校の毎週土曜授業復活について。たいとうフロンティアの青柳議員、これも

項番3ですが、子ども・子育て支援新制度について。公明党の小坂議員からは、学校教育

について。共産党の茂木議員から、保育所問題について質問がございました。 

 区立小中学校の毎週土曜授業復活につきましては、この10年間、土曜スクールと土曜授

業の成果についての認識、あるいは完全土曜授業の復活を望むのはどうかという趣旨の質

問でございました。土曜スクールにつきましては、教科の枠を越えた子どもの興味・関心

に応じた体験的な活動や一人一人に応じた補充的・発展的な個別指導を進めたことで学力

向上の一助となったところでございます。 

 また、土曜授業につきましては、地域・保護者の方々が一緒に参加したり考えたりする

取り組みや、地域と連携し、工夫を凝らした授業を展開することができ、開かれた学校づ
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くりが一層進んだものと認識しておりますという答弁をしております。 

 また、完全土曜授業の復活につきましては、地域行事との調整や教員の勤務体制の整備

など、検討すべきことはございますが、今後の国の動向を注視してまいりたいと存じます

という答弁をしているところでございます。 

 青柳議員の、子ども・子育て支援新制度についての質問は、この新制度における施設整

備の方針がどのようなものか。また、子ども・子育て支援新制度を受けてどう進めていく

のかという趣旨の質問でございました。 

 教育長答弁といたしましては、区内の保育ニーズや待機児童の状況を適確に検証した上

で、認可保育所、認定こども園、認証保育所など多様な手法で施設整備をこれまで進めて

まいりました。このような方針をさらに促進し、区民が必要とする施設整備を適切に行い、

子育てするなら台東区の実現を図ってまいりますと答弁をしております。 

 小坂議員の、学校教育についての質問は、学校の特色を活かした教育を推進するにあた

って、教育委員会としてどのような指導・助言をしてきたのかという内容、以下、教育ビ

ジョン、いじめ対策、副校長のメンタルヘルス、教育委員会改革に関わる国の動向に対す

る認識というような質問でございました。 

 内容につきましては、資料をご覧いただければと思います。 

 茂木議員の保育所問題についての質問は、舛添都知事の記者会見を受けて、認可保育所

の建設を区長会はもちろん、都にも積極的に働きかけるべきだという質問でございますが、

施設整備につきましては、認可や財政支援などの面から、国や東京都との連携が必要でご

ざいます。これまでも区長会などを通じて国や都に適宜要望をしており、今後も国や新都

知事に機会あるごとに働きかけてまいりますという答弁をしてございます。 

 次に、一般質問についてでございますが、こちらは全体で8人の各会派の議員から質問

がございました。教育委員会に関係する質問といたしましては、たいとうフロンティアの

水島議員が教育環境について、学校の老朽化対策、中学校の体育館の冷房化、ネット依存

症の低年齢化という質問をしております。 

 自由民主党・無所属の会の鈴木純議員は、幼稚園の待機児童についての質問をしており

ます。 

 堀越議員は、子どもたちの安全のための「小学校学区域再編」について。また、新しい

学校をつくろうという、そういった提言をするといった趣旨の質問をしてございます。 

 水島議員の、老朽化対策の質問は、学校の老朽化が進んでいるということで、中長期的

な老朽化対策が必要ではないかという質問でございました。また、中学校の冷暖房設備に

ついて、中学校のエアコンの整備を進めていくべきだとの質問、ネット依存症の低年齢化

についての所見はどうかという質問でございました。 

 鈴木純議員の幼稚園待機児童の質問は、幼稚園について、保育園と同様、待機児童とい

うことで、23名が今年度入れなかったということで、その辺りの幼稚園、こども園の活用、

ニーズに応えていくべきと考えるがどうかという質問でございました。教育委員会といた
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しましては、就学前教育のニーズの把握に努めるとともに、今後、幼稚園の定員や学級編

制など、さまざまな手法について検討するとともに、関係者と十分協議を行いながら、良

質な就学前教育環境の確保に取り組んでまいりますという答弁をしております。 

 続きまして、エの区民文教委員会における審議事項及び報告事項についてご報告いたし

ます。資料6をご覧ください。 

 審議調査事項として、第14号議案から第18号議案までにつきましては、いずれも原案ど

おり決定をしております。 

 陳情でございますが、これからの勤労青少年教育のあり方に関することについての陳情

ということで、こうした勤労青年教育を区の教育振興基本計画の中に明確に位置づけてほ

しい、その計画にあたって勤労青年の十分な声を反映してほしい、社会教育主事を配置し

てほしい、そういった趣旨の陳情でございます。 

 こうした勤労青年という位置付けが、今の状況にマッチしない、青年団の役割は終わっ

ているのではないかということと、社会教育主事も既に台東区では配置をしているという

ことで、不採択という結論になりました。 

 次に理事者報告でございます。補正予算また平成26年度予算案以下、忍岡中学校仮校舎

の設置について、婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦（寡夫）控除のみなし適用の導入に

ついて、平成25年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書につい

て、平成25年度東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」結果の概要、小・中学

校ICT教育の推進についてなどの報告をしたところでございます。 

 平成25年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書については人

権教育に関する目標達成度が低かったので、その辺りについての評価方法などについて質

問がございました。また、今後この教育委員会の評価については、学識経験者の意見など、

今後も教育行政に取り組んでいく中で、報告をもらいたいという趣旨の質問がございまし

た。これにつきましては、今後の評価の中で検討した上で報告をしていきたいということ

で答弁をしております。 

 平成25年度の学力向上を図るための調査結果の概要につきましては、項目別の点数が出

されてもよくわからないということで、教科ごとの正答率を出してほしいという要望がご

ざいました。また、この点については公表をしている区もあるので、台東区でもぜひ学校

ごとの公表を検討していただきたいという意見がございました。 

 ICT教育につきましては、区民文教委員会の視察で先進都市を見ており、それを踏まえ

て各委員からご意見がありました。一般的に幾つかの学校でホームページ等を見ると進ん

でいるところとそうでないところを感じるということで、その辺りの現状の学校における

ICT教育のあり方についてどう感じるかという趣旨の質問がありました。 

 幾つかの学校等で進んでいて、それを他校が学んでいるという状況であり遅れていると

いうことではなく段階的な進め方をしている。学校長のICTへの考え方については温度差

があるが、それを埋めるように意識改革も必要であると考えていると答弁をしております。 
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 説明は以上でございます。 

○髙森委員長職務代理者 ただいまの報告につきまして、まずは報告事項、庶務課のイに

ついて、何かご質問はございませんでしょうか。 

○垣内委員 夏休み児童・青少年演劇フェスティバルですが、これは台東区とはどういう

関わりがあるのでしょうか。場所は渋谷と板橋のようですが、台東区が後援名義を出す以

上、台東区にとって、例えば台東区の劇団が関与しているとか、あるいは主催者が台東区

に本拠を置いて活動しているとか、何か区民に大きなメリットがあるということで後援を

出されるのではないかと思われるのですが、そういう関わりはどうなっているのでしょう

か。 

○髙森委員長職務代理者 もしかすると、この事業に対しての後援は東京23区全部からい

ただいているということですか。 

○庶務課長 この後援は、東京23区全体で後援をする内容になっております。 

○和田教育長 そもそもこの活動の趣旨を了としてということですよね。それについての

位置付けをはっきりと説明したほうがいいかもしれません。 

○庶務課長 毎年、この夏休み期間にフェスティバルを開催しており、42回となります。

児童によりよい舞台芸術などを発信、提供し続け、児童が成長、発達していく上で効果が

あるということで、児童・青少年に向けたフェスティバルを区として支援をして後援をし

たという経緯でございます。 

○垣内委員 それだけの効果があるということであれば、後援名義だけではなくて、例え

ば各学校に積極的に参加を呼びかけたり、アーティストをサポートしたり、そういうフォ

ローをするような活動はあるのでしょうか。 

○庶務課長 現段階では後援名義を出しているということのみでございますが、垣内委員

のご指摘もありましたので、これをさらに具体的に台東区の子どもたちに活用していく、

そういった点については研究をさせていただければと思います。 

○髙森委員長職務代理者 これは全都の児童と青少年に向けて発信されているものなので、

台東区が特に深く関わっているというわけではないようです。ときには台東区内の組織や

団体が関わることもあるかもしれません。 

○垣内委員 反対ではありませんが、後援名義を出すという形式的なお付き合いだけにと

どまらないほうがいいかなと思いました。 

○髙森委員長職務代理者 ポスターなどは学校に配布されるのでしょうか。 

○庶務課長 はい。ポスターを配布いたします。 

○髙森委員長職務代理者 ほかにございませんでしょうか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 次に報告事項、庶務課のウについて、ご質問はございませんか。 

 ○垣内委員 土曜スクールについて、非常に効果があると答弁されておりますが、職員

の勤務やコスト負担などはどうなっているのでしょうか。そして、このスクールが非常に
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いいということで、今後、完全実施に向けての方向性を打ち出していくのかどうかという

こともあわせてお聞かせください。 

○指導課長 土曜スクールは、完全に土曜日が休みの時に自主的に行っていたもので、現

在は行っておりません。現在は土曜授業ということで、年間10回程度、土曜日の午前中に

授業をする形で行っております。これは、平日の授業と同じように全員出席が原則でござ

いますので、通常の授業ということになっております。教員については、振り替えの休業

日がないものですから、そこの部分は夏休みや冬休みなどの長期休業中の中で振り替えを

とっているという状況でございます。 

 これを完全に毎週行っていく方向性ということでございますけれども、本区の場合は土

曜日に地域行事がかなり入っており、全ての土曜日を学校の授業にしてしまうと今までの

地域事業に参加できず調整が必要となったり、教員の振り替えもかなりの数となり、長期

休業中に全て賄えるかどうかなど、勤務の関係や地域との関係などについて、今の段階で

は、どのような解決すべきことがあるのか、認識はしてございません。 

 ただし、子どもの中には土曜日に目的なくゲームなどをして時間を過ごすというような

実態も一部にはあるようですので、そういった部分では土曜日を有効にどう使っていくか

というあたり、この土曜授業は解決策の一つではあるかと思ってございますので、今後も

国の動向等を見ながら、方向性を考えていきたいとは思ってございます。 

○髙森委員長職務代理者 ほかにございませんか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 次に庶務課のエについて、何かご質問はございませんか。 

○和田教育長 社会教育主事の話が陳情の関係で出ていますが、社会教育主事の権能につ

いて、もう一度確認をさせてください。社会教育主事はどういう役割を担っているのか、

権限もあるのかどうか、その辺りのご説明をお願いいたします。 

○生涯学習課長 社会教育主事でございますが、社会教育法により教育委員会に置くこと

になっており、社会教育の専門職でございます。 

 社会教育につきましては、基本的にそれぞれの方が自由な意思のもとに教育活動を行う

ということでございますので、求めに応じて指導・助言をするというのが基本的なスタイ

ルでございますけれども、生涯学習の各種事業、事業の進行につきましては、専門的な立

場から力を発揮してくださっているところでございます。 

○和田教育長 この勤労青年に関わる団体は、現在どのような状況ですか。 

○青少年・スポーツ課長 陳情にありました青年団でございますが、戦後、各地域で青年

団が結成されて、この陳情にある日本青年団協議会は昭和26年に結成されたという沿革を

持っております。その後、青年を取り巻く社会ニーズの多様化や、さまざまな状況の変化

があり、青年団自体の活動は、状況としては難しい状況にあります。団員数の減などが大

きな要因になっております。 

 また、台東区においては台東区の青年団と称するものはございません。といいますのは、
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おそらく各地域で行われている青年活動を、台東区においては町会の青年部が担ってきた

という経緯があり、台東区においては青年団と称するものは現在は存在しないという状況

でございます。 

○末廣委員 台東区の児童生徒の学力に関して、全体的な捉え方としては上がっている部

分もあるし下がっている部分も当然あるわけですが、教育委員会としては一応は向上して

いるという捉え方でよろしいのですか。 

○指導課長 毎年、小学校では国語、算数、理科、社会、中学校では5教科で調査をして

きているところでございますが、いわゆる基礎・基本、読み・書き・計算という基礎の部

分については平均を上回ってきているのかと思います。 

 ただし、理科と社会については今後努力をしていかなければいけない課題としては残っ

ているかと思います。毎年の傾向を見れば、全体的に学力は上がってきていると認識して

おります。 

○末廣委員 理科も社会科も学力が上がってきている数字が出ていますが、小学校ではそ

んなに低くないのに、中学校になると低くなるというのは、原因としては何かお考えです

か。 

○指導課長 やはり小学校で読み・書き・計算はかなり繰り返して行い、学力向上推進テ

ィーチャーや大学生が先生なども活用しながら、放課後や休み時間を含めて、個別に読

み・書き・計算、要するに国語・算数については何度も時間を割いてやってきた部分がご

ざいます。ただし、社会科と理科については国語と算数に比べてどうなのかという課題は

あっただろうと思っております。そこで、昨年度から、学校を卒業するまでに最低これだ

けはという、理科と社会科の知識などを全部洗い出しをしまして、それをしっかりと定着

させるための教材をつくりました。 

 この教材を使って6年生の卒業までにきちんとやってくださいということで、しかも、

その教材と同じ内容のテストを中学校1年生の4月の段階でもう一度やってみましょうとい

う形をとりました。そういう影響もあり、少しずつ学力が上がってきているのかと思って

おります。 

○和田教育長 努力の内容については、成果としては見えてきている部分もあるかと思う

のですが、その他の教科について同様のことは考えていないのですね。 

○指導課長 ほかの教科については、今のところは考えてございません。ただし、来年度

もデジタル教科書などICTの活用もさらに計画しておりますので、総合的に学力向上への

施策については、絶えず緊張感を持って取り組んでいきたいと思っております。 

○髙森委員長職務代理者 先日、スーパーティーチャーの発表会に行った際に、先生方の

意見の中で、小学校から中学校への連携、接続が非常に難しいという話がありました。や

はり、小学校でしっかり身につけたものを持って中学校に上がってきてくれればいいけれ

ども、全員がそういうわけではないということなので、そこが非常に大きな課題だと思い

ます。 



14 

 ほかにはございませんでしょうか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 それでは、庶務課のイからエにつきましては、報告どおり了承

願います。 

 

（２）学務課 オ 

○髙森委員長職務代理者 次に、学務課のオについて、学務課長、報告をお願いいたしま

す。 

○学務課長 それでは、オのたいとうこども園開園式についてご報告いたします。資料7

をご覧ください。 

 日時は4月5日土曜日、午前9時から。場所はたいとうこども園でございます。 

 案内状の送付に関しましては、台東幼稚園関係ほか町会、議会などご覧のような方々に

ご案内状を送付しているところでございます。 

 開園式典につきましては、30分程度と考えておりますが、ご挨拶につきまして、区長、

議長、教育委員会委員長にお願いしたいと存じます。 

 また、この式典の終了後10時から柏葉中学校の4階体育館で入園式を実施いたしますの

で、ご出席される方は4階にご案内したいと思っております。そちらの入園式終了後、再

び1階のたいとうこども園で懇親会という運びとなっております。 

 報告は以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○髙森委員長職務代理者 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございませんか。 

○和田教育長 たいとうこども園の開園まであと3週間に迫った状況で、我々が知ってお

かなければならないことがあればご説明をお願いいたします。 

○学務課長 先ほどご視察いただきましたとおり、環境づくりについてはほぼ整っており

ますので、あとは台東幼稚園が31日まできっちりやる中で、あの場所にこれから事業者の

東京児童協会がいろいろな物品の持ち込み、1日から保育が始まりますので、その準備を

進めているところでございます。 

 細かいところでは、31日まで台東幼稚園がしっかりやるにしても、そこから運び出さな

ければならないものなどがありますので、園長とよく相談をしながらご協力をいただいて、

1日からのオープンに遺漏のないような準備を進めているところでございます。 

また、園歌につきましては、御徒町台東中学校でもご指導をいただいている東京藝術

大学の松下先生と成田先生のご両名に制作をお願いしまして、この開園式にもお越しいた

だけると聞いております。 

○髙森委員長職務代理者 ほかにいかがでしょうか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 それでは、学務課のオにつきましては、ご報告どおり了承願い

ます。 
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（３）指導課 カ 

○髙森委員長職務代理者 次に、指導課のカについて、指導課長、報告をお願いします。 

○指導課長 それでは、カの台東区優秀教員・優秀団体奨励についてご報告いたします。

資料8をご覧ください。 

 優れた教育活動の実践によって、広く台東区の教育の振興発展に貢献された教員と団体

の功績を称え、さらなる意欲の喚起や区の教育施策の推進を図るということが目的となっ

てございます。 

 個人の表彰につきましては、教育活動実践部門と地域・部活動等部門がございます。こ

の教育活動実践部門につきましては、教員経験年数に応じて、四つのステージに分けて推

薦を挙げていただいており、選考委員会にて審査をした後、決定しているところでござい

ます。 

 今回は、優秀教員、個人は3名と二つの団体の推薦がございました。当該の学校園には

指導主事が直接出向きまして、管理職からの聞き取りや、この候補者の授業観察等を行っ

て、実際に見た報告もあわせて、今年の1月30日に審査会を行いました。 

 その結果、優秀教員の個人3名の中で、1名は今年度末で退職されることから、表彰後に

他の教員の育成等への関連がなかなか期待できないということで、この方は表彰を見送る

判断をさせていただきました。最終的に優秀教員2名と二つの団体で決定をしたものでご

ざいます。 

 表彰対象者でございますけれども、優秀教員の一人目、中学校の理科の教員でございま

して、教務主幹として学校運営に尽力するとともに文部科学省の教科書調査に関する委員

や、台東区学力向上のための社会科・理科プロジェクトチームの委員として活躍していた

だいております。 

 二人目、小学校の教員でございますけれども、体育主任として体力向上に取り組むとと

もに台東区教育研究会や東京都の体育研究会等に所属して、主に器械運動の領域で研究・

実践を積み重ねてこられました。当該校の体力も具体的なスポーツテストの結果という形

で上がってきたという成果も出ているところでございます。 

 優秀団体のほうでございますけれども、田原小学校につきましては、学力・体力の向上

とともに、特に地域・町会との連携を図った地域防災体制、これは避難所開設に関して、

できるだけ実際に近づいた形で地域と一緒に行うなど、そういったモデル的な取り組みを

していただきました。 

 また、千束保育園につきましては、保育園の保育士12名で構成されておりますノーテレ

ビ啓発委員会において、親子での遊びの仕方や、記録カードなどを活用した啓発を積極的

に行っていただいて、絵本の貸出率も上がってきたという成果も出ているところでござい

ます。 

 なお、本事業におきましては平成16年度から毎年実施し、これまで44名の個人と14の団
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体の表彰をしてまいりました。これまでの44名のうち、35名の教員は現在も台東区で活躍

されております。 

 表彰式につきましては、本日、この定例会の終了後にここの教育委員会室において行う

予定でございます。ご多用と存じますけれども、委員の先生方にもぜひご臨席をいただき、

励ましをいただければと思ってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、3月末の予定でございますけれども、指導課にて発行している指導課だよりの中

にも、この表彰を受けたという内容を掲載し、広く周知をしていく予定でございます。 

 報告は以上でございます。 

○髙森委員長職務代理者 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございますか。 

○和田教育長 千束保育園のノーテレビ啓発委員会で、ノーテレビデーの実施については、

以前からいろいろ行っているとは思うのですが、保育園がこの表彰を受けるのは、何回目

でしょうか。 

 それと、ノーテレビデーは、全園で取り組んで来た経緯もあると思うのですけど、その

代表で千束保育園という、これは結構なことで異議はないのですが、その後の展開につい

て児童保育課で何か承知しているものがあればお聞かせをいただきたいと思います。 

○指導課長 保育園の表彰状況ですが、平成22年度から毎年保育園の表彰をさせていただ

いております。ただし、ノーテレビデーでの表彰につきましては、今回が初めてという状

況でございます。 

○児童保育課長 ノーテレビデーにつきましては、かなり前から実施している内容でござ

います。やはり、その時代でノーテレビの意義というものが変わってきているということ

もございます。最初はテレビばかり見ないで、テレビを消して家族で話し合う時間を多く

つくりましょうというところから始まり、その都度ノーテレビについての意義というもの

を保育園の中で、副園長会が主体になって考えてきているところでございます。 

 現在はやはり、子どもたちの生活の中でもテレビが、教育・保育の面でも一定の役割を

果たしているということもございますので、そういったところも加味した上でノーテレビ

カードというものを用意して、家庭と園との間でテレビをどう活用したとか、テレビを見

ない分、親子で絵本を見る機会を増やしたというような、現在はそういった活動でテレビ

の活用の仕方や、テレビ以外の媒体を積極的に親子で教育保育の中に家庭や園の中で生か

していく、そういう取り組みに結びつけていこうという、時代に応じた視点からのノーテ

レビということを、今、副園長会の中でいろいろとテーマを決めて考えているという状況

でございます。 

○末廣委員 この啓発委員会は小・中学校にもあるのでしょうか。 

○指導課長 この啓発委員会については、保育園だけだと認識しております。 

○髙森委員長職務代理者 おそらく保育園に通うご家庭は、保護者が仕事に行っている時

間が多いので親子の接する時間が非常に少なく、そういう意味では、副園長会としては非

常に危機感を持っていたと思います。保護者が仕事から帰って、せっかく子どもと一緒に
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過ごせる時間をテレビを見せて済ませてしまうということではもったいないということで、

すごくいい取り組みだと思いますので、ぜひ表彰して、それをまた励みにしていただけれ

ばと思います。 

○垣内委員 今まで14団体を表彰したとのことですが、延べではなくて実数で14団体なの

でしょうか。 

○指導課長 この14団体は保育園、幼稚園、小学校、中学校でございますけれども、小学

校1校だけが2回表彰を受けておりますので、実際は13団体、延べにすると14団体というこ

とになります。内容としては、そのときの課題を克服しているという内容と、非常に大事

な取り組みを継続していて表彰を受けたという内容と、大きく二つに分かれるのかと思い

ます。 

○髙森委員長職務代理者 先ほど個人3名推薦があったうちのお一人が本年度いっぱいで

の退職を理由に見送られたということですが、その取り組まれている内容は高く評価をさ

れるものなのでしょうか。 

○指導課長 特別支援教育の担任として力を発揮していただいておりまして、本区の中で

も、専門的な知識もあり、実践もしてきた教員です。例えば、新規採用教員の研修会のと

きにこの教員の授業を見せるなど、ほかの教員への還元という趣旨もございますので、今

回は見送らせていただいたということでございます。 

○髙森委員長職務代理者 これだけの実績を持たれた先生が退職されてしまうのは惜しい

ですよね。ぜひそういったところで活躍していただければと思います。 

○垣内委員 顕彰とは大事な行政行為であり、社会的にその方の功績を認知することによ

って、次に続く方々の一つのモデルを提供するというものです。私の専門としている文化

分野では、文化功労者とか文化勲章で皆さんの業績を褒めたたえることで、思った以上の

効果があり、喜ばれております。 

 一つ事例を言うと、あるデザイナーが文化勲章をもらったときに、ご本人は経済的にも

成功していて、社会的にも認知されている世界的デザイナーなのですが、デザインという

分野が国から文化の一部であると認められたということで、自分のためというよりは、後

身のデザイナーたちにとって非常にすばらしい画期的なイベントだったとおっしゃってい

ました。今回の教員はすばらしい方なので、たまたま今回の趣旨に合わなかったのかもし

れませんが、ほかの顕彰制度で先生の業績をたたえるとともに、後続の方々にこういうモ

デルがあるということを広く知らしめるということも含めてご検討をいただければと思い

ます。 

○髙森委員長職務代理者 この優秀教員・優秀団体奨励について、教育委員会で報告等し

たのは初めてですか。 

○指導課長 報告は毎年しております。 

○髙森委員長職務代理者 審議はしなかったわけですね。 

○指導課長 はい。 
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○髙森委員長職務代理者 表彰は今日の夕方とのことですから間に合いませんが、もう少

し話し合いの機会があれば、垣内委員がおっしゃったようなことも検討できたかと思いま

す。 

 ほかにございませんでしょうか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 それでは指導課のカにつきましては報告どおり了承を願います。 

 

３ ４月の行事予定 

○髙森委員長職務代理者 次に4月の行事予定について、庶務課長報告をお願いします。 

○庶務課長 4月の行事予定は資料9のとおりでございます。次回定例会は4月11日金曜日、

13時からです。午前中に校園長会があり、教育委員の皆様にはご挨拶をいただくことにな

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○髙森委員長職務代理者 ただいまの報告について、何かご質問はございませんか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 行事予定については、報告どおり了承願います。 

 

４ その他 

○髙森委員長職務代理者 その他、何かございますか。 

（なし） 

○髙森委員長職務代理者 以上をもちまして本日予定された議事日程は全て終了いたしま

した。これをもちまして、本日の定例会を閉じ、散会いたします。 

午後3時23分 閉会 

 


